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令和４年度 橿原市昆虫館活動報告

橿原市昆虫館

Annual report for the fiscal year 2022 of Kashihara City Museum of Insect

Kashihara City Museum of Insect

　令和 4 年度は昨年度に引き続きコロナウィルス感染症対策に伴い、各活動も例年に比してその開催数や、
募集人数等を大幅に削減している。

展示活動
特別展

「ぶんぶん～にぎやかなカナブンの世界～」
７月１６日（土）～ １０月１６日（日）　期間入館者：
29,806 名
主担当：池田

企画展
「昆虫標本の作り方・基本編」
4 月１２日（火）～ ７月１０日（日）　期間入館者：
22,949 名
主担当：辻本

「虫から見える飛鳥地域」
１０月１８日（火）～ １月１５日（日）　期間入館者：
12,273 名
主担当：木村

「昆虫ってどんなものがいるの？～身近な昆虫で見てみ
よう～」
１月１７日（火）～ ４月１６日（日）　期間入館者：
13,005 名
主担当：辻本

普及教育活動
野外観察会

「冬の虫観察会」
１月２２日（日）　参加者：39 名

見学案内
昆虫館バックヤードツアー
２月２３日（木・祝）　参加者：39 名

むしムシぜみな～る「企画展の展示解説」
３月１９日（日）　参加者：6 名

新館企画
新春企画昆虫館オリジナル「おみくじ」
１月３日 ( 火）～ １月２０日（金）　期間入館者：1,867
名 　配布：1,368 名
主担当：池田

連携事業活動
観察会・イベント

「夏休み宿題応援イベント　昆虫標本を作ってみよう！」
８月２４日（水）　参加者：43 名
・連携先： ふたかみ文化センター

「千塚 KoFun フェスタ 2022」
１１月１３日（日）　参加者：263 名
・連携先： 文化財保存活用課

展示
「子どもたちあつまれ ! むしむしスタジアム !!」
７月１６日（土）　試合観戦者数：645 名
・連携先： 奈良クラブ
「夏のかしはらワークショップ」
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富雄北小学校講師依頼
６月３０日（木）　生徒９０名　協議会６名

令和４年度飛鳥里山クラブ第２８期生養成講座「救急・
救命講習」講師依頼
６月３０日（木）　１３名

田原本町教育委員会講師派遣依頼
８月１２日（金）　３家族　６名

桜井市立幼稚園教育研究会研修会
８月１８日（木）　研究会会員２０名

耳成南小学校出前講座
１1 月 1 日（火）　4 年生対象

新沢地域子ども教室講師派遣
１１月１２日（土）

白橿北小学校ビオトープ講師
１２月２０日（日）　白橿北小学校教員：10 名

博物館実習
８月１８日（木）～ ８月２２日（月）　大学生：6 名

調査活動
八重山諸島採集調査
令和４年１２月１３日（火）～１２月１５日（木）
令和５年２月２４日（金）～２月２８日（火）

飛鳥地域における昆虫相調査

「カーテン式ライトトラップを用いた走光性昆虫の調査」
実施日：5 月４日、6 月 1 日、6 月 29 日、7 月 28 日、
9 月 11 日、9 月 25 日、10 月 27 日、11 月 25 日 （計 8 回）
調査地：明日香村栢森　飛鳥川の河川敷

生物多様性飛鳥地域保全活動推進協議会調査
「ニッポンバラタナゴ保護増殖試験調査」
実施日： 4 月 21 日、5 月 19 日、6 月 16 日、7 月 21 日、
8 月 18 日、9 月 15 日、10 月 27 日、11 月 17 日、12
月 18 日
調査地：橿原市今井町　環濠内の水域
共同調査者：北川 忠生（近畿大学教授）、中西 亮太（近

７月３１日（日）　ブース来訪者：836 名
・連携先：大和リゾート株式会社 THE　KASHIHARA

「子どもたちあつまれ ! むしむしスタジアム !!」
９月３日（土）　試合観戦者数：3200 名
・連携先：奈良クラブ

「春のかしはらワークショップ」
３月２６日（日）　ブース来訪者：841 名
・連携先：大和リゾート株式会社 THE　KASHIHARA

メディア出演
オオムラサキについてのラジオ出演
ＮＨＫ大阪拠点放送局
６月９日（木）　ＮＨＫラジオ第１放送「関西ラジオワ
イド」に生出演
出演者：池田

オオムラサキテレビ撮影
ＮＨＫ奈良放送局
６月２１日（火）　ＮＨＫ総合「ならナビ」内コーナー「お
でかけナビ」で放送
出演者：職員出演なし

映像解説
フジテレビ系各局
１２月２８日（火）　「世界の何だコレ !? ミステリー」
内コーナー「世界で撮影された何だコレ！？映像」で放
送
出演者：池田

昆虫館紹介
ＮＨＫ奈良放送局
３月２０日（月）　ＮＨＫ総合「ならナビ」内コーナー「逢
香の華やぐ大和「サンシュユの丘」」で放送
出演者：辻本

教育支援活動
モンシロチョウ飼育教材配布・出前授業
５月１０日（月）～５月２７日（木）　市内小学校１４
校　明日香村１校
奈良県立青翔中学校・高等学校昆虫館見学
６月２５日（土）　生徒 60 名・教員 4 名

橿原市昆虫館



77

発表
　池田大, 2022. ヒメタイコウチの生息域外保全事業に
ついて.  令和 4 年度全国昆虫施設連絡協議会（口頭発表）. 
2022 年 9 月 6 日.
　池田大・宮武頼雄,  2022. 奈良県の最近のセミ事情 . 日
本セミの会第 97 回談話会（口頭発表）.2022 年 10 月
22 日.
　池田大, 2023. ジョウカイモドキについて. 日本甲虫
学会　2023 年度第 1 回大阪例会（口頭発表）.2023 年
3 月 19 日.

資料収集保管活動
館員の資料収集
　「飛鳥地域における昆虫相調査」
実施日：5 月４日、6 月 1 日、6 月 29 日、7 月 28 日、
9 月 11 日、9 月 25 日、10 月 27 日、11 月 25 日 （計 8 回）
担当者：木村、池田

図書資料
　刊行物（雑誌　377 点、図書　74 点）

寄贈資料受領
　昆虫標本　１５３個体　「オガサワラハンミョウの標本」

（環境省：令和４年６月２日）

　昆虫標本　２個体　「シタベニハゴロモの標本」
（京都大学大学院　昆虫生態学研究室　博士研究員　神
山　マット氏：令和４年９月８日）

　写真絵本　２点「ゴマちゃんがとんだ！」
（安長 義高氏・安長 妙子氏：令和４年９月２７日）

　昆虫標本　1 箱　「セミ類の標本」及び書籍　1 点
「Insecta Shiyakeana 初宿成彦さん退職記念論文集」
（宮武　頼夫氏：令和 4 年 11 月 1 日）

　

畿大学大学院）
「ため池の外来種駆除調査」
実施日：1 月 30 日
調査地：内垣内池（明日香村橘）

印刷物制作活動
生物多様性飛鳥地域保全活動推進協議会刊行物
飛鳥地域レッドデータ生物ハンドブック昆虫編
1000 部 発行

業績公表活動
書籍
　池田大, 2022. アリジゴク. pp. 22-27. 全国昆虫施設
連絡協議会（著）. 昆虫館はスゴイ !2 昆虫館スタッフの
内緒話, 224pp. repicbook, 埼玉 .
　辻本始, 2022.　天敵を撃退するスーパーちょうちょ. 
pp. 116-119. 全国昆虫施設連絡協議会（著）.  昆虫館は
スゴイ !2 昆虫館スタッフの内緒話, 224pp. repicbook,
埼玉.
　野川裕司 ,2022. ミカドアゲハに魅せられて. pp. 126-
129. 全国昆虫施設連絡協議会（著）.  昆虫館はスゴイ !2 
昆虫館スタッフの内緒話,  224pp. repicbook, 埼玉 .
　辻本始, 2022. アゲハチョウの幼虫の代替餌の探求. 
pp. 144-149. 全国昆虫施設連絡協議会（著）.  昆虫館は
スゴイ !2 昆虫館スタッフの内緒話, 224pp. repicbook,
埼玉 .
　丸山宗利（総監修）, 2022. 昆虫　新版　学研の図鑑
LIVE：1.316pp. 学研プラス,  東京.（池田大が白バッ
ク撮影隊チームに参加）

論文・報文
　辻本始 ,  2022. 今月のむし イボバッタ. 月刊むし

（611）：1.
　辻本始 ,2022. 石垣島と小浜島・西表島のクガニフキ
バッタの模様の違いについて. 月刊むし（611）：37-40.
　辻本始,  2022. アオミオカタニシが飼育下で 2161 日

（5 年と 335 日）生きました. Nature Study68(2)：3, 
16.
　池田大・吉富博之・明尾亮佑, 2022. 愛媛県における
オオセンチコガネとクロボシヒラタシデムシの低標高地
での採集例.  SAYABANE N. S. （47）：59-61.

令和４年度 橿原市昆虫館活動報告
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⽣体育成管理活動 

チョウ類育成管理

種　 　名 ４　月 ５　月 ６　月 ７　月 ８　月 ９　月 １０　月 １１　月 １２　月 １　月 ２　月 ３　月 計 平　均

アゲハチョウ科

ジャコウアゲハ 39 63 49 54 20 32 40 27 70 43 93 65 595 49.58

ナミアゲハ 0 60 17 0 10 1 11 0 4 2 9 1 115 9.58

キアゲハ 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0.75

シロオビアゲハ 61 73 76 25 51 80 223 83 170 118 94 107 1161 96.75

モンキアゲハ 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0.58

クロアゲハ 0 0 41 26 96 22 0 5 0 0 0 3 193 16.08

ナガサキアゲハ 0 12 14 19 85 7 9 1 0 0 0 0 147 12.25

カラスアゲハ 5 0 68 15 0 0 56 0 1 1 0 0 146 12.17

アオスジアゲハ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.08

ヤエヤマカラスアゲハ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.08

ギフチョウ 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 81 6.75

シロチョウ科

キチョウ（ミナミキチョウ） 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 2 12 1.00

ツマベニチョウ 10 98 10 48 44 17 50 22 69 16 104 18 506 42.17

モンシロチョウ 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 2.17

マダラチョウ科

アサギマダラ 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3.33

ヒメアサギマダラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0.50

リュウキュウアサギマダラ 34 47 19 118 105 179 168 147 116 108 76 113 1230 102.50

スジグロカバマダラ 17 9 26 19 11 2 0 10 11 19 28 49 201 16.75

オオゴマダラ 243 205 249 182 216 92 139 202 178 260 262 277 2505 208.75

ツマムラサキマダラ 169 8 58 84 57 8 4 39 13 36 18 25 519 43.25

タテハチョウ科

ツマグロヒョウモン 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 2.25

アオタテハモドキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.08

タテハモドキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.17

リュウキュウムラサキ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.17

カバタテハ 27 104 56 82 64 33 25 74 77 97 117 121 877 73.08

オオムラサキ 0 0 200 600 0 0 0 0 0 0 0 0 800 66.67

スズメガ科

オオスカシバ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.25
計 613 745 916 1272 759 483 725 610 719 700 801 867 9210 767.50

※この他にツマムラサキマダラは放蝶温室内にても、多数発生している。

令和4年度月間放蝶数

橿原市昆虫館
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リュウキュウガシワ × 
ツルモウリンカ 〇   

◎周辺の畑・その他 〇：⽣育良好 △：⽣育普通 ×：⽣育不良 
植  物  名 ⽣  育  状  況 

柑橘類（ハッサクほか 2 種） ○ 
キハダ ○ 

カラスザンショウ ○ 
サンショウ △ 
ヘンルーダ △ 
コクサギ ○ 
カラタチ ○ 
エノキ ○ 

イヌビワ ○ 
カンアオイ ○ 

ウマノスズクサ △ 
ギョボク ○ 

 蝶の幼虫が食べる食草の栽培は、主にオオゴマダラの食草ホウライカガミやリュウキ
ュウアサギマダラの食草ツルモウリンカ、スジグロカバマダラの食草リュウキュウガシ
ワを食草栽培温室やパイプハウス、Ｎ温室の３ヵ所で栽培を行なった。 
 また、アゲハチョウ科の食草の柑橘類やカラスザンショウ・キハダは主に周辺の畑で栽
培し、鉢植えとしてガラス温室でヘンルーダの栽培も行なった。 
 他には、カバタテハの食草ヒマやツマベニチョウの食草ギョボクも食草栽培温室やＮ
温室のほか、暖かい季節には野外でも栽培を行なった。 
 食草の⽣育状況は、ツルモウリンカやギョボク、ヒマ、柑橘類は比較的順調である一
方、リュウキュウガシワ、リュウキュウウマノスズクサなどはキョウチクトウアブラムシ
やコナカイガラムシなどの害虫により十分な量を確保するのが困難な時があった。 
 ギョボクやガジュマルは順調であった。 
 害虫に対しては、適宜手による除去や水流、刈り込みによる駆除を実施するとともに、
発⽣が多い時には分解性の早いピレトリン（除虫菊の成分）を使った農薬を使用した。 
 他にもつる性の植物に対し⾼さのある手を使うことにより上への伸⻑を促し、葉を増
やすなどの工夫も行った。 

 
 
 

橿原市昆虫館



81

蜜源植物生育状況
・ランタナ ( クマツヅラ科 )
　　　令和 3 年度と同様、生育は良好で多く利用でき

た。

・ペンタス ( アカネ科 )
　　　令和 3 年度と同様、生育は良好で多く利用でき

た。

・ヒヨドリバナ ( キク科 )
　マダラチョウに PA という物質を供給する重要な
植物であるが、令和 3 年度と同様、生育は良好で
多く利用できた。

・フジバカマ（原種）（キク科）
　季節ものであるため導入は秋に限られるが、ヒヨ
ドリバナ同様マダラチョウが非常にこの花を好む
ため、導入した際には多くのマダラチョウが吸蜜に
訪れた。

・ユーパトリウム ( キク科 )
　こちらもヒヨドリバナに近縁の花で、かつヒヨド
リバナの少ない冬場に花が咲くため、冬場の PA 摂
取植物として有効である。放蝶温室に地植えにした
ものが大きな株になり多く開花した。

・サンタンカ ( アカネ科 )
　令和 3 度同様、コナカイガラムシが発生しやす
く開花させるまでに少し難があったが、開花して導
入すれば多くのアゲハチョウが吸蜜に訪れた。

・ハイビスカス ( アオイ科 )
　令和 3 年度と同様、生育は良好で多く利用できた。

・ヘリオトロープ ( ムラサキ科 )
　令和 3 年度と同様、生育は良好で多く利用できた。

・チリメンナガボソウ ( クマツヅラ科 )
　　　令和 3 年度と同様、生育は良好で多く利用でき

た。

・カランコエ ( ベンケイソウ科 )
　　　鉢物のみ栽培し、短日植物のため花は秋頃から

冬にかけて咲く花である。害虫発生と株が古くなっ
たことにより少し不調気味であった。

・トウワタ ( ガガイモ科 )
　鉢物のみ栽培しており、花が咲けば蜜源となる
が、葉はツマムラサキマダラの食草となるため、温
室内で自然に成長した幼虫は幼虫の展示となってい
る。ただし花も食べるため、幼虫がつくと花を長く
維持するのが難しかった。また、キョウチクトウア
ブラムシが発生しやすいので、手で潰したりピレト
リンの殺虫剤を使うなどしたりして抑制に努めた。
株が古くなってきて弱ってきたものは適宜実生苗を
作り、交換した。
　他にもブットレアやニンジンボク、タイワンレン
ギョウ（デュランタ）などの鉢を少数ではあるが花
が咲き次第放蝶温室に導入している。また令和 3 年
度には冬場の花が少なくなる時期には毛糸のボンボ
リを使ってスポーツ飲料を与えたが、チョウが多く
集まって展示効果が高いため、令和 4 年度は年中放
蝶温室内に導入した。

令和４年度 橿原市昆虫館活動報告
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⽣体展示室関連育成管理 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月   1月 2月 3月

･ヘラクレスオオカブト ･アクティオンゾウカブト ･カブトムシ ･ニジイロクワガタ ･ギラファノコギリクワガタ ･スマトラヒラタクワガタ

･ハナカマキリ ・メダマカレハカマキリ

・タイワンクツワムシ

八重山の虫
3/13-

ツダナナフ
シ、ヤエヤマ
マダラゴキブ
リ、クロカタ
ゾウムシ、ナ
ナホシキンカ
メムシ、ヤエ
ヤマサソリ、
タイワンサソ
リモドキ

陸槽 Ⓒ
生態展示の旬な虫

令和4年度 生態展示

水槽 ①
水の中に棲む虫たち （カメムシの仲間）

水槽 ②
(カメラ組込)

水の中に棲む虫たち （コウチュウの仲間）
･ゲンゴロウ ･クロゲンゴロウ ･ハイイイロゲンゴロウ ･ガムシ

･タガメ ・ミズカマキリ 

陸槽 Ⓐ
(カメラ組込)

樹液に集まる昆虫

＋･ﾉｺｷﾞﾘｸﾜｶﾞﾀ ･ﾐﾔﾏｸﾜｶﾞﾀ ･ｱｶｱｼｸﾜｶﾞﾀ

陸槽 Ⓑ
カマキリ

陸槽 Ⓓ

ミニ企画

昆虫館のまわりの虫たち
4/26-7/18（谷岡）

ぶんぶん
 7/20-9/11（島廻）

昆虫館のまわりの鳴く虫
たち 9/13-11/20（瀬

川）
だんごむし 11/22-（池田）

生体展示26種
写真のみ展示48種

延べ73種　※6月30日時点

日本産種5種
（カナブン、シロテンハナムグリ、
シラホシハナムグリ、ミヤマオオハ

ナムグリ、リュウキュウツヤハナム
グリ）
外国産種7種

（クビワオオツノカナブン、オオテ
ナガカナブン、シュルツサスマタカ

ナブン、モルガンサスマタカナブ
ン、キンイロサスマタカナブン、ミ
カンスオオツノカナブン、シロヘリ

オオツノカナブン、キンイロヒラズ
カナブン）

マツムシ、スズムシ、クツワ
ムシ、ハヤシノウマオイ、サ
トクダマキモドキ、エンマコ
オロギ、その他コオロギ類
（オカメコオロギなど）、サ
サキリ、ホシササキリ、オナ
ガササキリ、クビキリギス、
クサキリ、セスジツユムシ、
カンタン、カネタタキ

オカダンゴムシ、クマワラジムシ、オカダン
ゴムシレッド、ゲストロイ、パークチョン、
モンテネグロ、ゼブラ

ロビー
エントランス 展示

・スズムシ

暗室
絶滅のおそれのある昆虫の生息域外保全事業

･ヒメタイコウチ
新館展示室 ①

（中）
ナナフシのへや

･ヤエヤマトガリナナフシ

橿原市昆虫館
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生息域外保全活動
【ヒメタイコウチ】
　令和元年から奈良県版レッドデータブックで絶滅寸
前種に指定されているヒメタイコウチの生息域外保全
事業を奈良県より受託してきたが、令和 4 年度は委託
契約を締結し引き続き生息域外保全事業を実施した。
１．事業依頼元

奈良県水循環・森林・景観環境部　景観・自然環境
課

２．事業期間
令和 4 年 4 月 13 日～令和 5 年 3 月 17 日

３．事業対象種
　　種名：ヒメタイコウチ

学名：Nepa hoffmanni
　　分類：カメムシ目タイコウチ科
　　奈良県版 RL ランク：絶滅寸前種
４．事業目的

　ヒメタイコウチは、奈良県内では五條市、大淀町
の数カ所でのみ生息が確認されており、個体数が少
なく、生息地が点在している状況であるため、奈良
県希少野生動植物保護に関する条例に基づきヒメ
タイコウチ保護管理事業の一環として、緊急的に種
の保存を図ることを目的に、橿原市昆虫館と連携し
生息域外保全事業を実施する。
　本業務は、飼育下個体群の危険を分散し、継続し
て飼育下個体群を維持することにより種の保存を
図るとともに、将来において野生復帰が必要な場合
に備えて、飼育繁殖技術の確立、飼育下個体群の生
態等科学的知見の集積を目的とする。

５．事業経過
　　　ヒメタイコウチ域外保全の担い手プログラムに

協力し、プログラムに参加する奈良学園と奈良女子
大学附属中等教育学校にヒメタイコウチ成虫 18 個
体の譲渡と飼育指導を行った。また年度末の取り組
み報告会では意見交換を行った。

　　　令和 3 年に昆虫館で累代した成虫 47 個体のうち
譲渡した個体を除く 29 個体を用いて繁殖を行い、
成虫 10 個体の産出に至った。

　　　令和元年から続く橿原市昆虫館での本事業の取
り組みをまとめ、全国昆虫施設連絡協議会で発表公
表した。

橿原市昆虫館
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 見取り図 

⽯垣島圃場 
・圃場の概要

場  所  沖縄県⽯垣市字宮良 1090 番地 
土地面積  2,337 ㎡ 
施設関係  管理棟（鉄筋コンクリート造平屋建） 80.09㎡ 

食草栽培用カンレイシャハウス（間口 12ｍ×奥行 60ｍ） 　720㎡ 
蝶の飼育用ゲージ（間口 4ｍ×奥行 4.5ｍ） 18㎡ 

放蝶温室

標本展示室 3

⽣態展示室

標本展示室 2

ロビー

標本展示室 1

第 1 収蔵庫

会議室

救護･授乳室

事務室

研修室 1

ボランティア室

第 2 収蔵庫

研修室 2

研究室

情報コーナー

特別⽣態展示
コーナー

新館棟

管理棟
温室棟

渡り廊下

展示棟

多目的広場

橿原市昆虫館
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入館者数・入館料収入 

 

 

 

 
 令和４年度 月別 橿原市昆虫館利用状況集計表                                     

月 入      館 延  入  館 売上額（円） 延売上額（円） 

人員（人） 人  員（人） 

4 6,026 6,026 1,730,200 1,730,200 

5 9,737 15,763 2,626,930 4,357,130 

6 6,776 22,539 1,724,680 6,081,810 

7 7,903 30,442 2,346,460 8,428,270 

8 13,228 43,670 3,969,850 12,398,120 

9 7,365 51,035 2,011,590 14,409,710 

10 6,134 57,169 1,570,950 15,980,660 

11 5,113 62,282 1,220,260 17,200,920 

人

56,075 人 6,069 人 1,414 人 1,046 人 0 人 0 人 0 人 0 人 196 人 64,800 人
大人 35,114 人 26 人 666 人 992 人 0 人 0 人 0 人 0 人 141 人 36,939 人
学生 584 人 0 人 46 人 3 人 0 人 0 人 0 人 0 人 1 人 634 人
小人 20,377 人 6,043 人 702 人 51 人 0 人 0 人 0 人 0 人 54 人 27,227 人

12,603 人
引率者等 1,293 人
無料者 114 人

団体3歳児 10,727 人
土曜無料者 469 人

315 日
246 人

1,078 人
10 人

令和４年度橿原市昆虫館利用状況
入館者数 77,403

内訳   個人   団  体 障害者 介護者 天ノ香具山南
協議会

スルッと
KANSAI

ユネスコ
割引

昆虫館友の会

飛鳥・万葉
お楽しみ／
お散歩
クーポン

　合計

有料

内
訳

一日最低入館者数 平成35年1月24日

無料

内
訳

開館日数
一日平均入館者数
一日最高入館者数 平成34年8月14日

入館者数・入館料収入

令和４年度 橿原市昆虫館活動報告
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12 2,469 64,751 668,360 17,869,280 

1 3,913 68,664 1,187,360 19,056,640 

2 3,715 72,379 1,094,370 20,151,010 

3 5,024 77,403 1,444,870 21,595,880 

合計 77,403 77,403 21,595,880 21,595,880 

 

 

条例等 

○橿原市昆虫館条例 

平成元年６月 21 日条例第 21 号 

 

改 正  平成９年３月 26 日条例第３号 

  平成９年 12 月 24 日条例第 25 号 

平成 13 年３月 27 日条例第９号 

平成 15 年９月 30 日条例第 17 号 

平成 17 年６月 30 日条例第 20 号 

平成 21 年 12 月 25 日条例第 32 号 

平成 24 年３月 28 日条例第６号 

平成 25 年 12 月 26 日条例第 26 号 

令和元年６月 28 日条例第 13 号 

令和２年 12 月 25 日条例第 40 号 

令和３年 12 月 24 日条例第 31 号 

（設置） 

第１条 橿原市は、昆虫をはじめとする動植物に関する自然史資料の収集、保管（育成を含

む。）、展示を行うことにより市民の教養文化の向上に寄与するとともに、合わせてこれ

らの資料に関する調査研究を行うため、昆虫館を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 昆虫館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

橿原市昆虫館 橿原市南山町 624 番地 

（事業） 

第３条 昆虫館において行う事業は、次のとおりとする。 

(１) 実物、標本、模型、文献、図書、図表、写真、フィルム等（以下「昆虫館資料」とい

条例等
○橿原市昆虫館条例
平成元年６月 21 日条例第 21 号

改　正　　
平成９年３月 26 日条例第３号
平成９年 12 月 24 日条例第 25 号
平成 13 年３月 27 日条例第９号
平成 15 年９月 30 日条例第 17 号
平成 17 年６月 30 日条例第 20 号
平成 21 年 12 月 25 日条例第 32 号
平成 24 年３月 28 日条例第６号
平成 25 年 12 月 26 日条例第 26 号
令和元年６月 28 日条例第 13 号
令和２年 12 月 25 日条例第 40 号
令和３年 12 月 24 日条例第 31 号

（設置）
第１条　橿原市は、昆虫をはじめとする動植物に関す

る自然史資料の収集、保管（育成を含む。）、展示を
行うことにより市民の教養文化の向上に寄与すると
ともに、合わせてこれらの資料に関する調査研究を
行うため、昆虫館を設置する。

（名称及び位置）
第２条　昆虫館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 位置
橿原市昆虫館 橿原市南山町 624 番地

（事業）
第３条　昆虫館において行う事業は、次のとおりとす

る。
( １)　実物、標本、模型、文献、図書、図表、写真、フィ

ルム等（以下「昆虫館資料」という。）の収集、

保管、展示及び閲覧
( ２)　飼育、繁殖及び栽培に関する技術的研究及び生態

展示
( ３)　展覧会、講習会、実習会、研究集会等の開催及び

指導
( ４)　昆虫館資料及び自然史に関する調査研究並びにそ

の結果の公開
( ５)　昆虫館資料の貸出
( ６)　他の昆虫館、学校、学会その他の関係機関との連

絡及び協力
( ７)　その他昆虫館設置の目的を達するために必要な事

業
（入館の制限等）
第４条　市長は、次の各号のいずれかに該当するとき

は、入館を拒否し、又は退館させることができる。
( １)　公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認

められるとき。
( ２)　他人に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあ

るとき。
( ３)　昆虫館資料、施設又は設備を損傷させるおそれが

あるとき。
( ４)　温室内の植物を採取し、又は損傷したとき。
( ５)　昆虫館内の動物を捕獲し、又は殺傷したとき。
( ６)　管理上必要な指示に従わないとき。
( ７)　その他支障があると認めるとき。

（観覧料）
第５条　昆虫館の展示場に入館しようとする者（以下

「入館者」という。）は、別表に掲げる観覧料を納め
なければならない。

２　市長は、入館者が次の各号のいずれかに該当する

橿原市昆虫館
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２　この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の
橿原市公園条例又は橿原市昆虫館設置及び管理に関
する条例の規定により使用の許可を受けている者の
当該使用に係る使用料については、なお従前の例に
よる。

附　則（平成 15 年条例第 17 号抄）
（施行期日）
１　この条例は、公布の日から施行する。
附　則（平成 17 年条例第 20 号）
この条例は、公布の日から施行する。
附　則（平成 21 年条例第 32 号）
この条例は、平成 22 年４月１日から施行する。
附　則（平成 24 年橿原市条例第６号）
この条例は、平成 24 年４月１日から施行する。
附　則（平成 25 年条例第 26 号抄）

（施行期日）
第１条　この条例は、平成 26 年４月１日から施行する。

（経過措置）
第２条　次条及び附則第４条に定めるものを除き、この

条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施
行の日（以下「施行日」という。）以後に行う資産
の譲渡等（消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）第
２条第１項第８号に規定する資産の譲渡等をいう。
以下同じ。）について適用し、施行日前に行った資
産の譲渡等については、なお従前の例による。

附　則（令和元年６月 28 日条例第 13 号）
（施行期日）
第１条　この条例は、令和元年 10 月１日から施行する。

ただし、附則第３条の規定は公布の日から施行する。
（経過措置）
第２条　この条例の施行の際現にこの条例の規定によ

る改正前の各条例（以下「旧条例」という。）の規
定により使用の承認を受けている者の当該使用に係
る使用料（入館料、管理料、土石採取料等を含む。）
又は旧条例の規定により申請、申込み等をしている
者の当該行為に係る手数料については、なお従前の
例による。

第３条　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）
以後の使用に係る利用料金の額の定めは、施行日前
においても、この条例による改正後の各条例の規定
による使用料の額を超えない範囲内において、行う
ことができる。

附　則（令和２年 12 月 25 日条例第 40 号）

ときは、前項の観覧料の全部又は一部を免除するこ
とができる。

( １)　身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けた者及
びその介護を行う者

( ２)　その他市長が特別の理由があると認める者
３　既納の観覧料は、還付しない。ただし、市長が特別

の理由があると認めるときは、この限りでない。
（協議会）
第６条　昆虫館に橿原市昆虫館協議会（以下「協議会」

という。）を置く。
２　協議会の委員（以下「委員」という。）の定数は、

10 人以内とする。
３　委員は、学識経験者、学校教育及び社会教育の関係

者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、関係行
政機関の職員並びに地域の代表者の中から市長がこ
れを任命する。

４　委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、
委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前
任者の残任期間とする。

５　第１項から前項までに定めるもののほか、協議会に
関し必要な事項は、市長が別に定める。

（委任）
第７条　この条例の施行について必要な事項は、市長が

別に定める。
附　則
この条例は、公布の日から施行し、橿原市昆虫館の供用

開始の日から適用する。
附　則（平成９年条例第３号）
この条例は、平成９年４月１日から施行する。
附　則（平成９年条例第 25 号）
１　この条例は、平成 10 年４月１日から施行する。
２　この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の

橿原市使用料条例、橿原市福祉センター条例、橿原
市昆虫館設置及び管理に関する条例、橿原市斎場設
置及び管理に関する条例、橿原市公園条例、橿原市
立体育館設置及び管理に関する条例、橿原市万葉の
丘スポーツ広場条例、橿原市まちなみ交流センター
設置及び管理に関する条例又はかしはら万葉ホール
条例の規定により使用の承認又は許可を受けている
者の当該使用に係る使用料については、なお従前の
例による。

附　則（平成 13 年条例第９号）
１　この条例は、平成 13 年７月１日から施行する。

令和４年度 橿原市昆虫館活動報告
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１　この条例は、令和３年４月１日から施行する。た
だし、第３条、第４条（かしはら万葉ホール条例
第 16 条第２項第１号の改正規定に限る。）、第６条、
第 15 条、第 17 条、第 18 条（橿原市新沢千塚公園
拠点施設条例第８条第１号の改正規定に限る。）及
び附則第３項の規定は、公布の日から施行する。

２　この条例の施行の日（以下「施行日」という。）に
おいて、現にこの条例（前項ただし書に規定する各
規定を除く。）による改正前の各条例（以下「旧条例」
という。）の規定により使用の承認を受けている者
の当該使用に係る使用料又は旧条例の規定により申
請、申込み等をしている者の当該行為に係る手数料
については、なお従前の例による。

３　施行日以後の使用に係る利用料金の額の定めは、施
行日前においても、この条例による改正後の各条例
の規定による使用料の額を超えない範囲内におい
て、行うことができる。

附　則（令和３年 12 月 24 日条例第 31 号抄）
（施行期日）
第１条　この条例は、令和４年４月１日から施行する。

（後略）
（経過措置）
第２条　この条例の施行前に、この条例による改正前の

各条例の規定によりなされた行為又は手続は、この
条例による改正後の各条例の相当する規定によりな
された行為又は手続とみなす。

表（第５条関係）

区分 観覧料（１人１回につき）
個人 団体

大人 520 円 　左欄に掲げる額の 10 パーセントを
減じた額とする。ただし、100 人以
上の団体の場合は、左欄に掲げる額の
30 パーセントを減じた額とする。た
だし、これらの額に 10 円未満の端数
がある場合については、その端数金額
を切り捨てた額とする。

学生 410 円

小人 100 円

備考
１　学生とは、高等学校、大学及びこれらに準ずるもの

の生徒及び学生をいう。
２　小人とは、幼稚園、小学校、中学校及びこれらに準

ずるものの園児、児童及び生徒等をいう。
３　団体とは、30 人以上で責任者が引率している場合

をいう。

橿原市昆虫館
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4 月 10 日




